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（
質
問
の 

二
二
） 

答

弁

第

二

二

号 

   

衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
沖
繩
県
の
市
町
村
未
買
収
道
路
用
地(

旧
つ
ぶ
れ
地)

に
対
す
る
国
の
補
償
措

置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
七
第
二
二
号 

昭
和
五
十
四
年
五
月
二
日 

 

衆

議

院

議

長 
灘 
尾 

弘 

吉 

殿 内
閣
総
理
大
臣
臨
時

国 

務 

大 

臣 

江 

﨑 

 

澄 

代
理 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
沖
繩
県
の
市
町
村
未
買
収
道
路
用
地(

旧
つ
ぶ
れ
地)

に
対
す
る 

国
の
補
償
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

沖
繩
県
に
お
け
る
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に
つ
い
て
は
、
戦
時
中
及
び
戦
後
に
お
け
る
沖
繩
の
特
殊
事

情
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
二
年
度
ま
で
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
地
籍
不
明
に
よ
る
調
査
不
能
地
域
分
の
推
計
を
含
め
て
、

総
面
積
四
百
五
十
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
（
う
ち
講
和
条
約
発
効
前
に
生
じ
た
も
の
四
百
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
）
で

あ
り
、
価
格
に
し
て
約
八
百
九
十
億
円
（
う
ち
講
和
条
約
発
効
前
の
も
の
約
八
百
二
十
億
円
）
と
推
計
し
て
い

る
。 



四
に
つ
い
て 

五
の

2
及
び
一
五
に
つ
い
て 

三
、
五
の

1
及
び
七
の

1
に
つ
い
て 

現
行
市
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
そ
の
見
直
し
に
よ
り
、
県
道
へ
の
格
上
げ
及
び
幹
線
市
町
村
道
へ
の
格
上
げ

を
検
討
し
て
い
る
。 

市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に
つ
い
て
は
、
幹
線
市
町
村
道
分
だ
け
で
も
か
な
り
の
量
と
な
り
、
処
理
能
力

な
ど
を
勘
案
し
て
も
そ
の
処
理
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
幹
線
市
町
村
道
分
の
処

理
に
全
力
を
挙
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

一
般
の
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
買
収
の
補
助
率
は
、
沖
繩
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
同
法
施
行
令
に
よ
つ
て
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
道
改
築
の
場
合
の
補
助
制

度
に
倣
い
、
幹
線
市
町
村
道
に
つ
き
十
分
の
八
と
し
て
い
る
。 

四 

 



六
に
つ
い
て 

(二 ) 

位
置
境
界
不
明
地
域
外
に
お
け
る
幹
線
市
町
村
道
の
講
和
条
約
の
発
効
前
に
生
じ
た
未
買
収
道
路
用
地
の

買
収
費
に
つ
い
て
は
、
補
助
率
十
分
の
八
で
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
対
処
す
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
現
行

市
町
村
道
の
見
直
し
に
よ
る
県
道
へ
の
格
上
げ
及
び
幹
線
市
町
村
道
へ
の
格
上
げ
を
検
討
し
て
い
る
。 

(一 ) 

沖
繩
県
の
区
域
内
に
お
け
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明
確
化
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
四
十
号
。
以
下
「
位
置
境
界
明
確
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一

項
の
位
置
境
界
不
明
地
域
（
以
下
「
位
置
境
界
不
明
地
域
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地

に
つ
い
て
は
、
同
法
施
行
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
財
政
措
置
に
よ
り
対
処
す
る
。 

市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
未
買
収
道
路
用
地
の
生
じ
た
経
緯
等
に
か
ん
が
み
、
次

の
方
針
に
よ
る
こ
と
と
し
、
昭
和
五
十
四
年
度
予
算
に
お
い
て
、
十
億
円
を
計
上
し
、
そ
の
買
収
に
着
手
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。 

五 

 



七
の

2
に
つ
い
て 

2 

イ
及
び
ロ 

調
査
対
象
と
し
て
い
な
い
。 

1 

イ 

面
積 

四
百
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

昭
和
五
十
二
年
度
ま
で
の
調
査
結
果
に
よ
る
現
行
市
町
村
道
の
状
況
の
下
で
御
指
示
の
算
定
方
式
に
よ
り
試

算
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
地
籍
不
明
に
よ
る
調
査
不
能
地
域
分
の
推
計
を
含
む
。
） 

ニ 

現
行
幹
線
市
町
村
道
分
の
十
分
の
二
相
当
額 

約
七
十
億
円 

ロ 

推
計
価
格 
約
八
百
二
十
億
円 

ホ 

現
行
幹
線
市
町
村
道
以
外
の
市
町
村
道
分 

約
四
百
六
十
億
円 

ハ 

諸
制
度
が
整
備
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
講
和
条
約
発
効
後
に
生
じ
た
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に

つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

ハ 

現
行
幹
線
市
町
村
道
分
の
十
分
の
八
相
当
額 

約
二
百
九
十
億
円 

六 

 



九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

2 

交
付
金
の
対
象
と
な
る
道
路
面
積
及
び
そ
の
額
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
定
し
て
い
な
い
。 

1 

位
置
境
界
不
明
地
域
内
に
お
け
る
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に
つ
い
て
は
、
位
置
境
界
明
確
化
法
施
行

令
第
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
補
助
が
行
わ
れ
る
が
、
当
該
補
助
の
対
象
と
な
る
幹
線
市
町

村
道
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
見
直
し
を
行
つ
て
い
る
。
ま
た
、
国
は
当
該
補
助
を
受
け
る
市
町
村
に
対
し 

て
、
同
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

位
置
境
界
不
明
地
域
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
も
、
早
急
に
地
籍
の
明
確
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
そ
の
支
障
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に
つ
い
て
は
、
位
置
境
界
不
明
地 

沖
繩
の
特
殊
事
情
に
よ
り
生
じ
た
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
に
つ
い
て
は
、
早
期
に
処
理
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
政
府
と
し
て
も
で
き
る
限
り
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
た
い
。 

七 

 



一
〇
に
つ
い
て 

地
方
財
政
は
、
昭
和
五
十
年
度
以
降
今
日
ま
で
厳
し
い
財
源
不
足
に
陥
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
政
府

は
、
毎
年
度
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
を
生
じ
な
い
よ
う
所
要
の
財
源
措
置
を
講
じ
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
沖
繩
県
の
市
町
村
に
つ
い
て
も
他
の
都
道
府
県
の
市
町
村
に
比
べ
て
特
に
困
難
な
財
政
状
況
に

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

域
の
特
殊
事
情
に
か
ん
が
み
、
位
置
境
界
明
確
化
法
及
び
同
法
施
行
令
に
よ
り
特
別
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
で

あ
る
。 

政
府
に
お
い
て
は
、
現
在
、
沖
繩
県
に
お
け
る
市
町
村
道
に
つ
い
て
そ
の
見
直
し
に
よ
る
県
道
及
び
幹
線
市

町
村
道
へ
の
格
上
げ
等
を
検
討
中
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
の
取
得
に
係

る
市
町
村
の
財
政
負
担
は
か
な
り
の
軽
減
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
幹
線
市
町
村
道
に
係
る
市
町
村
の
補
助

裏
負
担
が
ど
の
程
度
の
額
に
な
る
か
は
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。 

八 

 



一
四
に
つ
い
て 

一
一
か
ら
一
三
ま
で
に
つ
い
て 

1
及
び

2 

県
道
未
買
収
道
路
用
地
買
収
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
大
幅
に
予
算
の
拡
大
を
図
つ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
今
後
も
沖
繩
県
の
執
行
能
力
な
ど
も
勘
案
し
つ
つ
積
極
的
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

政
府
と
し
て
は
、
幹
線
市
町
村
道
未
買
収
道
路
用
地
の
取
得
に
伴
つ
て
市
町
村
の
補
助
裏
負
担
が
生
ず
る
場

合
に
は
、
必
要
に
応
じ
地
方
債
を
も
つ
て
措
置
し
、
特
に
そ
の
償
還
費
が
財
政
運
営
の
圧
迫
要
因
と
な
る
と
き

は
、
当
該
市
町
村
の
全
般
的
な
財
政
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
地
方
交
付
税
に
よ
つ
て
措
置
す
る
こ
と
を
考
え
て
い

る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
今
後
各
市
町
村
に
お
け
る
補
助
裏
負
担
の
状
況
が
明
確
に
な
つ
た
段
階
で
検
討
す

る
こ
と
と
し
た
い
。 

市
町
村
道
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
作
業
中
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
終
わ
る
よ
う
努
力
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

九 

 



 

一
〇 

3 
第
八
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
期
間
内
（
昭
和
五
十
七
年
度
ま
で
）
に
概
成
さ
せ
る
目
標
で
努
力
し
て
ま
い

り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




